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◎開議の宣告 

○議長（鈴木宏始君） おはようございます。定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◎諸般の報告 

○議長（鈴木宏始君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

   議員必携第１０次改訂版をお手元に配付いたしましたのでご査収願います。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ここで、ただいま午前９時より議会運営委員会を開催していただ

きまして、その議会運営委員会で資料として配付されました印刷物をこれより調製し

て皆さんに配付をするというふうなことがございますので、暫時休憩をいたします。 

（午前１０時０２分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１０時２２分） 

○議長（鈴木宏始君） ただいま配付しました資料について、議会事務局長に説明をいた

させます。議会事務局長。 

○参事兼議会事務局長兼監査委員主任書記（松田隆志君） それでは、ただいま配付いた

しました資料について、説明させていただきます。 

   総務省に問い合わせた資料でございます。内容につきましては、監査執行上の除斥

及び地方自治法第２４４条の２等に関する法解釈等についてということについてでご

ざいます。問い合わせた内容についてはここに記載のとおりでありまして、回答をご

説明いたします。 

   資料のナンバー２をごらんください。 

   総務省からの照会の件について、電話による回答ありということでございます。回

答先は総務省市町村課行政経営支援室でございます。電話にて回答がございました。 

   まず最初に、監査員の除斥についてでございます。クエスチョンの１番、クエスチ

ョンの２番ともに、Ａ氏及びＢ氏につきましては地方自治法第１９９条の２による除

斥の対象となるかということでございます。この２つの質問に対しまして、回答はク

エスチョンの１もクエスチョンの２も担当外。なお、担当部署に問い合わせたところ、

通常は県を通して回答することを通例としていることから、西郷村の問い合わせにだ

け特別に回答することはできないため、改めて県を通して照会されたいという回答で

ございました。 

   この件につきましては、県に問い合わせてありますので回答をいただいております。

資料の３をごらんください。 

   村の監査委員の選任及び兼職の禁止について。地方自治法第１９９条の２で規定す

る「従事する業務に直接利害関係にある」とは、利害関係は直接的なものでなければ

ならず、間接的または反射的なものは含まれないものとされております。代表的な例
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として、監査委員が監査の対象となる法人等の理事長または理事など、常時支配力を

有する地位にあるような場合、除斥されることとされております。 

   照会の１についてでございます。監査委員は監査の対象となる指定管理法人におい

て何ら役職を有しているわけではなく、当該法人から税務処理という提携業務の委託

を受けているにすぎず、監査の対象が当該法人の指定管理に係る事務全般に及ぶこと

から、当該委託業務を有することをもって直ちに直接の利害関係にあるとはいえない

と解されます。ただし、当該法人の税務処理が問題視され、それに特化した監査を行

う場合には、当該監査委員は除斥されます。 

   照会の２についてでございます。照会１と考え方は同じで、直ちに直接の利害にあ

るものとして除斥されることはないと考えます。監査委員は指定管理法人の株主であ

っても、当該法人への影響力は間接的なものなので、問題はないと考えますというこ

とでございます。 

   資料の２に戻っていただきたいと思います。資料の２で総務省からの照会の件につ

いての電話による回答ということで、（２）番、真ん中より少し下にございます。 

   （２）、最終的に１社残った当該西郷観光（株）への指定管理についてということ

でございまして、クエスチョンの３番でございます。村は基本協定に規定する村の管

理及び地方自治法第２４４条の２第１１項の責任を果たしているとは思われない。そ

の場合、村に対する罰則等はあるかということでございまして、回答でございますが、

基本協定も地方自治法第２４４条の２第１１項も「できる規定」であるため、そもそ

も罰則を規定していない。 

   クエスチョンの４番でございます。施設の運営を遅滞させることを回避するため、

指定管理者の指定の期間が満了した後も、議会の議決を得ないまま、現在の指定管理

者に当面の間、運営させることはできるか。回答でございますが、指定は地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、指定は議会の議決要件、したがって予算は通過

していても議決は必要ということでございます。 

   以上で終わります。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 説明が終わりました。 

   ここで、先ほど開催されました議会運営委員会において全員協議会を開催すべきと

の答申がございましたので、これよりおおむね１時間を目安に休憩をして、その中で

全員協議会を開催いたします。 

（午前１０時２８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午前１１時２２分） 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時２２分） 
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◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

○議長（鈴木宏始君） 副村長と教育長は、ほかに公用がございまして退席をいたしまし

た。 

   次に、休憩前に議会の立場というか地位についてのこれを議運に確認しろといふう

なことで、議会運営委員会を開催していただきまして、次に私から読み上げることで

ご理解いただきたいと思います。 

   議会の地位、議会は住民を代表する公選の議員をもって構成される地方公共団体の

意思決定機関である。日本国憲法は第９３条で、地方公共団体には法律の定めるとこ

ろによりその議事機関として議会を設置すると定め、地方議会の設置根拠が憲法で保

障されている。そこで議事機関とし国会のように立法機関としなかったのは、議会は

条例の制定、改廃にとどまらず、広く行財政全般にわたる具体的事務の処理について

も意思決定機関としての権能を持つからであると。このようなことで、議会運営委員

会ではご確認をいただきましたので、皆さまにもご報告を申し上げます。 

   そこで、現在審議途中であります議案第１４号について、議会運営委員会でその後

もご検討をいただいておりますが、なお、午前中の全員協議会としてもう少しお話を、

話し合いをするべきだというふうなことでございますので、ここで本会議を休憩して

全員協議会を再開したいと思います。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） それでは休憩とし、全員協議会を開催いたします。午後２時まで

休憩いたします。 

（午後１時０３分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後１時５５分） 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） これより午後３時まで休憩したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） それでは３時まで休憩といたします。 

（午後１時５５分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後３時００分） 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 先ほど、全員協議会を開催する都合もありまして、休憩時間を午

後３時までとしておりましたが、村長答弁のほうでまとめるのにもうしばらく時間が
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欲しいということでございますので、本会議を１時間休憩を延長しまして、午後４時

まで休憩したいと思います。 

   これより午後４時まで休憩いたします。 

（午後３時０１分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後３時５７分） 

○議長（鈴木宏始君） ただいま、休憩中に全員協議会を開催いたしておりますけれども、

もうしばらく議論が必要というふうに判断いたしまして、あと１時間全員協議会を続

けたいと思いますので、この本会議の休憩を、以前にも５時までと言って、延長した

途端に５時になったら終わりになったということもございますので、まず先にこの本

会議の会議の時間の延長をおはかりしたいと思います。 

   本会議は午後５時までとなっておりますが、これを２時間延長して午後７時までと

したいと思いますが、ご異議ありますか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   それでは、本日の会議は午後７時までと決定いたしました。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 次に、その間、５時まで本会議を休憩いたしたいと思いますけれ

ども、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

   それでは５時まで休憩をいたします。 

（午後３時５９分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後４時５７分） 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） ただいま休憩をとって、この間、全員協議会で審議をいたしてお

りますが、まだ全員協議会の審議がもう少しかかりそうだと議長の判断でございます

が、そういったことで本会議を１時間休憩を延長して、全員協議会を続行したいと思

います。 

   これより午後６時まで休憩をしたいと思います。 

（午後４時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後５時５４分） 

○議長（鈴木宏始君） ただいま休憩をとりながら、この間、全員協議会で審議を進めて
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いるところでありますが、この後、６時までで休憩が切れてしまいます。それで次、

７時までの休憩をしまして時間延長しないと、７時まで休憩ということになると議会

が終わってしまうというふうなことになりますので、ここで時間延長をおはかりした

いと思います。（不規則発言あり）承知しました。 

   それでは、とりあえずここで時間を延長して、延長した時間の中で、今、１６番議

員からご発言あったようなことも皆さんにおはかりしながらやってまいりたいと思い

ますので、ご理解ください。 

   おはかりします。 

   本日の会議は、先ほど午後７時までと延長いたしましたが、あと２時間延長しまし

て午後９時までとすることにご異議ございませんか。（不規則発言あり）だから、そ

の前に趣旨の、ご発言のご趣旨のようなことを皆さんにもう一度おはかりしますから。

とりあえず議会の時間がないことにはそのおはかりもできかねるということでござい

ますので、ご理解ください。（不規則発言あり） 

   ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） それでは、本日の会議は午後９時までということに決定いたしま

した。 

◎休憩の宣告 

○議長（鈴木宏始君） それでは、休憩をして全員協議会に場を戻したいと思います。 

   本日の会議は６時までの休憩にしておりますが、１時間休憩を延長して午後７時ま

でとすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認め、全員協議会のための本会議の休憩を午後７時ま

でといたします。 

（午後５時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 再開いたします。 

（午後７時３５分） 

○議長（鈴木宏始君） 本日は、指定管理制度について十分な審議をいたしましたが、結

論に達しませんでした。 

   明日は日程がとれないため、休会とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。 

◎延会の宣告 

○議長（鈴木宏始君） 次に、本日は議場内において、体調を崩されたかたがおられるた

め、延会をすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（鈴木宏始君） 異議なしと認めます。本日は延会と決しました。 
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   本日は延会とします。ご苦労さまでした。 

（午後７時３７分） 
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